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【事業の目的】
　　「総合戦略」企業誘致推進事業では、市外企業の誘致及び市内企業の事業拡大等を支援し、
産業の振興及び雇用の促進等による自主財源の確保を図るため、「熊谷市企業の立地及び拡大
の支援に関する条例」に基づき、投下固定資産に対する固定資産税相当額等を奨励金として交付
しています。

【対象業種拡大について】
　これまで、製造業、建設業、運輸業等、工業系を中心に支援する制度となっていましたが、今回
は、「熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例施行規則」を改正し、『農業』、『宿泊業』、
『医療』も広く産業と捉え、熊谷市企業立地支援制度の対象業種とすることとしました。

【影響・効果】
　本支援制度では、これまでも本社機能の移転に対する優遇や市内に転入した正社員に交付する
「従業員転入奨励金」の創設など、社会情勢やニーズに合わせた改正を行い、平成２８年度は９
社、平成２９年度は１月末現在で７社を新規立地や事業拡大による奨励金対象企業に指定しまし
た。
　今回の対象業種拡大によって、より幅広い企業の立地が見込まれます。

特徴やPRポイント
　奨励金のメニューの豊富さや金額、交付要件面で県内最高水準の支援制度でしたが、今回の改
正により、対象業種の多さでも県内最高水準となります。
　県内市町村の同様の条例等を調べたところ、今回拡大した業種を対象としている市町村は、農業
が４市町、宿泊業が３市町、医療が１町でした。

　「熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例」は、平成23年度に施行され、社会情勢の変
化やニーズ、本市の政策目標に合わせて改正をしてきました。
　直近では、平成28年度に①本社機能を市内に移転した場合に通常3年間の奨励金を5年間に延
長、②市民の新規雇用の奨励金で正規雇用をより優遇、③立地に併せ従業員が市内に転入した
場合に事業者及び従業員に奨励金を交付、などの改正を行っています。
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